[bookmark: _Hlk68109470]令和８年度松前町高齢者配食サービス事業
仕様書

１　目的
　　本町に在住するおおむね65歳以上の原則単身世帯、高齢者のみの世帯又は障がい者（以下「高齢者等」という。）であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者に対して、定期的に居宅に訪問し、栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、安否確認を行うことで、高齢者等が住み慣れた地域及び家庭において自立した生活を確保することを目的とする

２　履行期間（事業の期間）
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

３　業務内容
(1) 配食
　　　　受注者は、昼食を発注者の指定する利用者宅へ配食するものとする。
(2) 受け渡し方法
　　　　見守りの目的があるため、昼食の受け渡し方法は、原則として手渡しとする。ただし、予定外の事態でサービス実施が困難な場合は、持ち帰ることとする。
(3) 安否の確認
　　　　受注者は、サービスの実施中、利用者の安否確認及びコミュニケーションに努めるものとし、異常を発見した場合は速やかに対処し、利用者の緊急連絡先、発注者に連絡しなければならない。
(4) 昼食の内容
　　　　サービスで提供する食事は、栄養のバランスのとれた内容で、高齢者や障害者に配慮したメニューで提供することとする。
　　　　昼食内容は、一般食と特別食に区分する。
　　　　特別食とは、糖尿食・腎臓食・きざみ食等、利用者の状況に応じて、個別に対応した昼食のことをいう。
(5) 配食のキャンセルについて
　　配食当日の午前９時までに、利用者及び発注者からの申し出があった場合は、配食のキャンセルをすること。
[bookmark: _Hlk97230999](6) 配送
　　　　昼食の配送は、食事を適温状態に保ち、衛生的かつ安全に利用者宅まで個別配送するものとする。
(7) 利用料
　　　　松前町高齢者等支え合い事業実施要綱別表２のとおりとし、受注者はこれを利用者から徴収するものとする。
　　　　１食　400円
　　(8) 実施報告及び委託料の請求
　　　　「松前町高齢者配食サービス事業実施報告書」（別紙）及び請求書（任意様式）により、事業を実施した日の属する月の翌月10日（当該日が休日の場合はその翌日）までに提出すること。
４　実施場所
松前町内の利用者宅
５　業務従事者
(1) 業務責任者
３の全業務に係る責任者を配置すること。
(2) 調理業務従事者
弁当の調理に従事する者を配置すること。（兼務可）
(3) 配達業務従事者
　　　弁当の配達に従事する者を配置すること。（兼務可）
６　管理責任
(1) 衛生管理
食品衛生法（昭和22年法律第233号）及び愛媛県食品衛生法施行条例（平成12年条例第16号）規定による基準を満たし、衛生的な調理と配達が実施できるよう営業施設及び設備を整備し、適切に管理運営すること。
　　(2)　安全運転管理
　　　　道路交通法（昭和32年法律第105号）に基づく安全運転管理者の設置が義務付けられる事業所にあっては安全運転管理者を、同法による設置義務のない事業所にあっては業務責任者をもって、配達等に係る車両の安全運行及び事故の防止に関する取り組みを行うこと。
７　危機管理（緊急事態発生時）
　　食中毒の発生、配達車両の事故、車両等の故障、職員の欠員、その他事業の遂行の妨げとなる危機を想定し、回避する手段や直面した場合の対応等について定めること。
８　支払方法
　　３(7)に規定する請求書の提出のあった日から30日以内に支払う。
９　個人情報の保護
　　別記「個人情報取扱特記事項」による。
10　その他
　　本仕様書は、事業の大要を示すもので、定めのない事項であっても本仕様書に付随する業務又は性質上当然必要とされる業務は、誠意をもって実施し、疑義が生じた場合は町と協議し、本事業の遂行に支障がないようにすること。

別記
個人情報取扱特記事項

　（基本的事項）
第１条　受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約に係る業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
　（秘密の保持）
第２条　受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
２　受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
　（収集の制限）
第３条　受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
　（目的外利用及び提供の禁止）
第４条　受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
　（紛失、破損及び漏えいの防止等）
第５条　受注者は、業務に関して知り得た個人情報の紛失、破損、改ざん、き損、漏えいその他の事故を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
　（資料の返還等）
第６条　受注者は、業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は、受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後直ちに返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその方法によるものとする。
　（複写又は複製の禁止）
第７条　受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
　（再委託の禁止）
第８条　受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
　（事故発生時における報告）
第９条　受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。



年　　月　　日

松前町長　田中　浩介　様

（配食サービス事業者）
住所
事業者名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞


松前町高齢者配食サービス事業実施報告書（　　　年　　　月分）


　松前町高齢者配食サービス事業の実施について、次のとおり報告します。

	登録者数
	　　　　　　　人

	当月利用者数
	　　　　　　　人

	
	一般食
	特別食（　　）
	特別食（　　）

	当月利用日数の合計
（Ａ）
	日
	日
	日

	１件当たりの委託料単価（税込）（Ｂ）
	円
	円
	円

	委託料
（Ａ）×（Ｂ）
	円
	円
	円

	委託料合計
	　　　　　　　円




（添付書類）
別紙１　利用者別実績報告書
